
ＵＳＥＮ ＳＰＯＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ接続サービス契約約款 
第１章 総則 
第１条（本約款の適用） 
株式会社ＵＳＥＮ（以下「当社」といいます）は、「ＵＳＥＮ ＳＰＯＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ接続サービス
契約約款」（以下「本約款」といいます）を定め、これによりＵＳＥＮ ＳＰＯＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ接続サ
ービス（以下「本サービス」といいます）を提供します。 
 
第２条（本約款の変更） 
当社は、本約款を任意に変更することがあります。この場合、契約者は、変更後の本約款の規定に従うものとしま
す。 
２．本約款を変更するときは、当社のホームページによるほか当社が別に定める方法により契約者にこれを通知しま
す。 
 
第３条（用語の定義） 
本約款において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 
本サービス 第２章で定める、当社が契約者に提供するサービス 
本サービス契約 契約者と当社の間の本サービスに係る契約 
契約者 当社と本サービス契約を締結している者 
契約店舗 本サービス契約の対象となる店舗 
ブロードバンドサービス 広帯域回線を使用して他人の通信を媒介すること 
ＵＳＥＮ ＳＰＯＴ 本サービスのうち、当社が提供する無線ＬＡＮサービス 
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

本サービス用通信設備遠隔監視 
本サービス用通信設備の接続状況を、ネットワークを用いて監視
すること 

月額基本料金 当社と契約者の間で定めた本サービスの月間利用料 
 
第２章 ＵＳＥＮ ＳＰＯＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ接続サービスの内容等 
第４条（ＵＳＥＮ ＳＰＯＴ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ接続サービスの内容） 
本サービスは、契約店舗に当社のブロードバンドサービスを導入して、次のサービスの提供を行うものです。 
① インターネット接続サービス 
② 契約店舗の来店者向けのＵＳＥＮ ＳＰＯＴ接続環境（以下「店内ＷｉＦｉ接続環境」といいます）の

敷設 
③ 契約店舗用ホームページサービス 
④ 本サービス用通信設備の保守・遠隔監視 
⑤ ユーザーサポート 
⑥ 前各号に付帯する業務 
２．契約者は、本サービスを利用する為の通信回線およびコンピューター、ソフトウェア等を自らの責任と費用負担に
より用意するものとします。なお、本サービスで利用可能な通信回線は、別途、本サービスの仕様に定めるものとしま
す。 
３．本サービスにおけるインターネット接続サービスは、最高伝送速度１００メガバイトにより、インターネットに接続



するサービスですが、ベストエフォート型のサービスであり、電気通信設備または本サービス用通信設備の状況や前項
の通信回線の状況、他回線との干渉、交換機収容局からの距離などにより速度が低下することがあります。 
４．当社は本サービスを 1日 24時間、週 7日、提供するものですが、本サービスのメンテナンス、その他やむを得な
い事情がある場合はその限りではありません。 
５．契約者は、当社に対し対価を発生することなく店内ＷｉＦｉ接続環境を使用させ、当社は、当社が別途定め
る「ＵＳＥＮ ＳＰＯＴサービス利用規約」に従い、契約店舗の来店者に対しＷｉＦｉ接続サービスを提供する
ものとします。 
 
第５条（インターネット接続サービス） 
当社は、契約者に対し、インターネット接続用アカウントおよびパスワード（以下「接続情報」といいます）を、１件の
本サービス契約に対し１つ貸与します。 
２．契約者は、当社が貸与する接続情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、自らが使用する他、第
三者に使用させてはならないものとします。 
 
第６条（ＵＳＥＮ ＳＰＯＴ） 
当社は、契約者に対し、ＵＳＥＮ ＳＰＯＴ接続用の ID およびパスワード（以下「WiFi接続情報」といいます）
を、１件の本サービス契約に対し１つ貸与します。 
２．契約者は、当社が貸与する WiFi 接続情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、契約者以外の第
三者に使用させてはならないものとします。 
 
第７条（ホームページサービス） 
当社は、契約者に対し、契約店舗用のホームページ（以下単に「ホームページ」という）として使用するために、１件
の本サービス契約に対し、次の各号を貸与します。 
① ホームページ用のファイル（１つ） 
② 管理者用ページのログイン ID およびパスワード（１組） 
２．契約者は、当社が貸与する前項各号を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、自らが使用する他、第
三者に使用させてはならないものとします。 
３．契約者は、ホームページを、契約店舗用のホームページとしてのみ使用するものとします。 
４．契約者は、契約当初のホームページには本サービス契約時に当社に提出された契約申込書の記載に基づき、
店舗名称、店舗所在地等の情報を当社が掲載することをあらかじめ承諾するものとし、当該情報に変更が生じる場
合には、契約者は第１５条（契約内容の変更）に従い対応するものとします。 
 
第８条（保守・サポート） 
当社は、第４条（ＵＳＥＮ ＳＰＯＴ接続サービスの内容）第１項第⑤号及び第⑥号について、以下のサポー
トを行います。 
① 本サービス用通信設備の保守・遠隔監視 

ルーター等の本サービス用通信設備の保守・遠隔監視 
なお、保守の詳細については、第４章にて定めるとおりとする。 

② ユーザーサポート 
契約者および契約店舗の来店者からの電話・ＷＥＢ等によるお問い合せへの対応 

なお、店内ＷｉＦｉ接続環境は当社または当社指定の第三者の所有物として保守・メンテナンスを行うものとし、
契約者はこれに協力するものとします。 



 
第３ 章 本サービス契約 
第９条（契約の申込） 
本サービスの利用希望者は、本約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の契約申込書
（以下「申込書」という）を当社に提出していただきます。 
 
第１０条（契約内容の確認） 
本サービスの利用希望者は、本約款および申込書に記載された内容をすべて確認・承諾の上、当社との契約手続
きを行うものとします。 
 
第１１条（契約申込の成立） 
本サービス契約の申込は、前条の契約手続きをすべて完了し、当社がこれを承諾し、契約者が本サービスに係る登
録証を受領した日をもって成立します。 
 
第１２条（契約内容の誠実義務等） 
契約者および当社は、本サービス契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行う義務があります。 
２.本約款及び申込書に定めがない事項で必要なものについては、契約者および当社は、誠意をもって協議するも
のとします。 
 
第１３条（本サービス用通信設備の設置条件） 
契約者は、当社との協議の上、本サービス用通信設備および店内ＷｉＦｉ接続環境の敷設に必要な機器の設
置場所を無償で提供するものとします。 
 
第１４条（貸与品の管理） 
契約者は、当社から貸与された本サービス用通信設備等（以下「貸与物」といいます）を善良なる管理者の注意
をもって管理・使用するものとし、当社の事前の承諾なく第三者に貸与または使用させてはならないものとします。 
２．理由の如何を問わず本サービス契約が終了したとき、契約者は当社の請求に従い、貸与物を直ちに返却する
ものとします。 
３．契約者は、貸与物の全部または一部を返却できない場合、当社の請求に従い代替金を支払うものとします。 
４．契約者の責に帰すべき事由により貸与物の全部または一部が滅失・毀損した場合、契約者は当社の請求に
従いこれを賠償するものとします。 
 
第１５条（契約内容の変更） 
契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先等、申込書に記載された事項に変更があったとき
は、速やかに当社へ連絡し、当社指定の書面にて変更手続きを行うものとします。 
 
第１６条（本サービス提供期間） 
本サービスの提供期間は、本サービス契約が成立した日の属する月の翌月 1 日（以下「契約起算日」といいます）
から２年間とします。なお、提供期間が満了する1か月前までに、契約者、当社いずれからも書面による解約の意思
表示がない場合、本サービス契約は当該提供期間満了の翌日から更に 1 年間更新されるものとし、以降も同様と
いたします。 
 



第１７条（本サービスの中止・中断等） 
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの提供を中止もしくは中断することができます。 
①当社の電気通信設備の保守もしくは工事を定期的または緊急に行う場合 
②当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することにより当社が本サービスの提供を行うこと
が困難となった場合 
③天災事変、火災、盗難その他の非常事態により、本サービスの提供が通常通りできなくなった場合 
③ 契約者の支払滞納期間が３か月以上に及んだ場合 
⑤その他、当社が本サービスの運営上、中止若しくは一時的な中断が必要と判断した場合 
２．当社は、当社が適当と判断した場合、本サービスの内容の一部または全部を変更することができるものとしま
す。 
 
第１８条（契約の解除） 
契約者および当社は、相手方が契約内容に定められた義務の履行を怠った場合は、その履行を勧告し、相手方が
３か月以上その義務を履行しないときは、契約を解除することができます。 
２.契約者および当社は、契約有効期間中にもかかわらず特別の事情を生じた場合、書面による 1 か月前の予告
期間をもって相手方の承諾を前提に契約を解除することができます。 
３．前項の規定により、第１６条（本サービス提供期間）第１項前段による契約期間内に契約者が本サービス
契約を解約する場合には、当該契約期間満了までの残期間分の月額利用料の合計額を短期解約金として一括
して支払うものとします。なお、本サービス用通信設備等の撤去工事等が必要な場合には、当社は契約者に対し、
当該諸費用を請求できるものとします。 
 
第１９条（禁止事項） 
契約者は、本サービスの利用のためにのみ、当社が提供する本サービス用通信設備を使用するものとし、本サービス
の利用以外の目的の為に当該設備等を使用、改変、設定の変更等を行ってはならないものとします。 
２．契約者は、本サービスにおいて次の各号の行為を行ってはならないものとします。 
(1)他の契約者の接続情報およびメール情報を不正に使用する行為 
(2)著しいアクセスの集中を発生させるホームページの運営および大量に電子メールを送信する等、当社または当社
指定の第三者（以下「当社等」といいます）の電気通信設備に過大な負荷を与える行為等により、当社等、電気
通信設備を共有する他の契約者または第三者に迷惑・不利益を与える行為、または本サービスに支障をきたすおそ
れのある行為 
(3)当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為 
(4)当社または第三者の財産、プライバシーまたは肖像権等を侵害する行為 
(5)当社または第三者に対する差別・誹謗中傷または名誉・信用を毀損する行為 
(6)わいせつ等公序良俗に反するもの、青少年に有害と思われるもの、ポルノまたは虐待に関する画像・映像・音声・
文字等の掲載および収録媒体等の物品販売等をする行為 
(7)インターネット上で、錯誤をあたえるおそれのある内容を表示する行為 
(8)特定商取引に関する法律・銃刀法・麻薬・ワシントン条約その他関連条約等の法令の定めに違反するものを販
売する行為 
(9)法令で許認可を義務付けられている商品について、必要とされる許認可なしに販売する行為 
(10)インターネット上で、商品を販売する画面において、「特定商取引に関する法律に基づく表示」に関する表示を
一切行わない、または虚偽の内容を表示する行為 
(11)インターネット上で、商品を販売する画面において、契約者以外の第三者を販売または運用責任者として表示



する行為 
(12)インターネット上で、商品を販売する画面において、著しく事実に相違し、または実際のものよりも著しく優良であ
り、もしくは有利であると人を誤認させるような内容を表示する行為 
(13)インターネット上で、商品を販売する画面において、商品価格が円建てであることが不明瞭である内容を表示す
る行為 
(14)インターネット上で、商品を販売する画面における販売条件や商品説明内容と異なる商品を販売または提供
する行為 
(15)二重売上・架空売上・売上代金の水増し・売上代金の分割記載・その他不実記載や不当価格、他人名義
での売上等、虚偽の売上行為 
(16)現金の立替、過去の売掛金の清算等、本サービスを通じての商品販売に関係のない債権の回収に使用する
行為 
(17)無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘および運営する行為 
(18)有害なコンピュータプログラムの送信等、当社による本サービスの提供または他の契約者による本サービスの利用
に支障を生じさせる行為 
(19)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類以する行為、および公職選挙法に抵触する行為 
(20)第三者に対し、無断で広告・宣伝・宣伝勧誘等の電子メールを送信する行為、または受信者が嫌悪感を抱く
電子メール（嫌がらせメール）を送信する行為 
(21)送信元が架空のアドレスによる電子メールを送信する行為、または番号順やアルファベット順等ランダムに生成し
た電子メールアドレスに対して電子メールを送信する行為 
(22)当社の利益に反する行為 
(23)当社が不適切と判断する行為 
(24)その他法令に反する行為 
 
第４章 保守 
第２０条（保守の対象機器） 
本サービスにおける保守対象機器は（以下「対象機器」といいます）、第１３条（本サービス用通信設備の設置
条件）により当社が本サービス提供のために契約店舗に設置した、当社が所有または使用権をもつ本サービス用通
信設備および店内ＷｉＦｉ接続環境とします。 
 
第２１条（保守サービスの範囲） 
保守サービスとは、対象機器に故障が発生した場合、当社が契約者の要請に基づき、①遠隔保守②交換保守を
無償で行うことを言います。ただし、修理・調整の結果、部品交換を要する場合は、第２４条（保守に係る部品交
換）の規定に従うものとします。 
２.保守サービスにおいて、契約店舗への訪問が必要となった場合、有償にて対応するものとします。 
３.保守対応時間は第２５条（保守サービス対応・受付時間帯）記載の時間帯に限るものとし、保守対応時間
が保守サービス時間帯を超えることが明らかな場合には、翌営業日（当社の定める営業日とします）の保守サービ
ス時間帯に対応するものとします。 
４.当社は、保守サービスを当社指定の第三者に再委託することができるものとし、この再委託により発生する債務は
すべて当社が負うものとします。 
５.次のいずれかの事由によって生じる対象機器の修理および調整等の諸作業については、これを本条第１項の範
囲に含めないものとします。 
①対象機器の保証書等に記載された使用方法に反した契約者の利用取扱いに起因する障害 



②当社の技術員および当社指定の第三者以外の者による修理または調整に起因する場合 
③契約者もしくは契約者の関係者が故意に対象機器を破損させた場合 
④契約者が当社の承諾なしに対象機器に他の装置や器具を取付けまたは接続したことに起因する場合 
⑤天災事変、火災、盗難その他不可抗力に起因する場合 
６．保守サービスには対象機器の経年劣化等による老朽化および当社の判断による機器の交換・更新を含むもの
とします。 
 
第２２条（保守サービスの料金） 
保守サービスの料金は、月額基本料金に含むものとします。 
２.当社が本サービス提供のために敷設した回線、構内配線は無料保守サービスの対象に含みません。（有償工事
となります。） 
 
第２３条（保守に係る部品交換） 
対象機器の保守に必要とする交換部品・付属部品等の取扱いについては、無償といたします。 
 
第２４条（設置場所変更） 
契約者が対象機器の設置場所を変更しようとする場合は、事前に新しい設置場所を事前に当社に書面で通知す
るものとします。 
２.設置場所の変更における工事は契約者が自己の責任と費用負担にて行うものとします。ただし、契約者は、対
象機器が当社が所有または使用権を有するものであることを十分認識のうえ取り扱うものとし、対象機器の全部また
は一部に毀損等が生じた場合には、第１４条（貸与品の管理）第４項を準用するものとします。 
３.設置場所の変更に伴い、契約内容の変更を当社が必要と判断した場合、当社は別途契約者と協議のうえ、契
約内容を覚書で変更または解除することができます。 
 
第２５条（保守サービス対応・受付時間帯） 
保守サービスの対応・受付時間帯は、以下の時間帯で対応・受付をいたします。 
① 月曜～金曜（祝祭日・年末年始を除く） １０︓００～２０︓００ 
② 土曜・日曜・祝祭日   １０︓００～１７︓００ 
２.遠隔監視についても上記と同様とします。 
 
第２６条（保守サービスの提供） 
保守サービス提供期間は、第１６条（本サービス提供期間）の規定に準ずるものとします。 
２．保守サービスのみの解約はできないものとします。 
 
第５章 支払 
第２７条（請求ならびに支払方法） 
契約者は、当社が請求する初期費用、月額基本料金、利用料およびその他費用（以下「利用料等」といいます）
を当社に支払うものとします。 
２.当社は、契約者が支払わなければならない利用料等を本サービス契約のお申込み前に契約者に書面にて通知
します。 
３.当社は、契約者により支払われた利用料等を本約款に特段の規定がある場合を除き、返還いたしません。 
４.契約者は、第２条（本約款の変更）の定めに従い本約款が改定され、利用料等の改定が行なわれた場合、



既に支払った利用料等（以下「前払い利用料」といいます。）と改定された利用料等との過不足を当社からの請求
に従い改定後利用料の適用開始日の属する月の末日までに精算するものとします。なお、利用料等の値下げの改
定の場合、前払い利用料の余剰は、次回以降の利用料の支払いの一部に充当し、債権債務が対当額をもってそ
れぞれの発生期日にて相殺されることを契約者、当社は予め合意するものとします。 
 
第２８条（延滞利息） 
本サービス契約に基づく金銭的債務（利用料等を含むが、これに限らない）に関し、当社が定める支払期日を１ヶ
月超えても契約者がこれを支払わない場合、当社は、支払期日の翌日から起算して支払われた日の前日までの間
について年１４．５％の割合で計算した額を延滞利息として、契約者に対し請求できるものとし、契約者はその請
求に従いそれを支払うものとします。 
 
第６章 権利義務譲渡・地位の継承 
第２９条（権利義務譲渡） 
契約者は、本サービス契約上の権利、義務、およびその他本サービス契約上の地位の全部もしくは一部について、譲
渡、質入、賃貸、並びにその他の処分をすることはできません。 
 
第３０条（契約者の地位の継承） 
契約者の本サービス契約上の地位は、会社法に基づく事業承継または法定相続等による場合かつ当社が別途その
承継を承諾した場合に限り第三者が承継することができるものとします。 
２.本サービス契約上の地位の承継を受けることを希望する者は、速やかに当社が指定する方法により、事業承継の
事実、およびその他当社の指定する事項を当社に通知しなければなりません。なお、当社が本サービス契約上の地
位の承継を承諾しない場合、契約者との既存の本サービス契約は契約者と当社との間で合意した日をもって終了す
るものとし、その地位の承継を希望した者が本サービスの提供を受けるためには、新規の契約申込をする必要がありま
す。 
 
第７章 個人情報の保護 
第３１条（個人情報の取り扱い） 
当社は、当社が保有する契約者および本サービスの利用希望者の個人情報に関し、個人情報の保護に関する法
律（平成１５年法律第５７号）および当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いにつ
いて」に基づいて適正に取り扱います。 
２．当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従うほか、本サービス
の加入者の個人情報について以下の目的で利用します。  
① 本サービスの申込み、本サービス契約の成立のため 
② 契約者への本サービスの提供 
③ 契約者の管理 
④ 本サービスの運営上必要な事項の連絡 
⑤ 対象機器等の梱包、発送業務 
⑥ 料金の請求に関する業務 
⑦ 契約者からの問合せへの対応業務 
⑧ 当社が発行する本サービスに関するメールマガジンの配信 
⑨ 当社および第三者のサービスなどの広告、宣伝、販売の勧誘（E メール等） 
⑩ キャンペーンや懸賞企画、アンケートなどの本サービスに関する業務 



⑪ 新サービスに向けて必要な調査、アンケートやマーケティングの分析 
３．当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従い個人情報を適
切に保護し、（イ）加入者の同意が得られた場合、（ロ）法令等により開示が求められた場合、犯罪捜査など法
律手続の中で開示を要請された場合または消費者センター、弁護士会等の公的機関から正当な理由に基づき照
会を受けた場合、（ハ）合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に必要に応じ開示する場合のほか、
次の場合、個人情報を提供することがあります。 

第三者に提供する目
的 

提供する個人情報
の項目 

提供の手段 
または方法 

当該個人情報の提供を受ける者
または提供を受ける者の組織の種
類、および属性 

料金の決済を行うた
め 

氏名、ユーザー名、
料金 

電子データ 
カード決済代行事業者、 
金融機関 

４．当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従い、本条第１項の
利用目的の範囲内で業務の全部または一部を第三者に委託する場合があります。 
 
第３２条（本人確認と代理人による請求） 
当社は、個人情報の開示・訂正の請求を受けたときは、請求を行う者が本人または代理人であることの確認を、個
人情報取扱規程に定める手続により行います。 
 
第８章 損害賠償 
第３３条（損害賠償） 
天災地変その他不可抗力等、当社の責めに帰さない事由により、本サービスの提供が停止した場合には、当社は
速やかに契約者に通知の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。また、その停止により契約者に発生
した損害、逸失利益については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。 
２.契約者の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供が停止した場合には、当社は、契約者の申し出により契
約者と協議の上、本サービスの提供のために必要な措置を講じます。この場合、必要な措置に関する費用について
は契約者の負担とします。 
 
第３４条（協議） 
本サービス契約の履行に関し契約者と当社の間に疑義が生じた場合、両者は協議の上誠意をもって解決に努める
ものとします。 
２.前項の協議を行ってもなお解決できず、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所
を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
第９章 雑則 
第３５条（準拠法） 
本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。 
 
 
附則 
・本約款は平成２６年 10月 1日より効力を発するものとします。 

以上 
 


